


ための体制を構築しております。

　企業年金制度の運用にあたっては、積立金の運用に関する基本方針及び将来にわたる最適な資産構成割合を定め、当該方針等に基づき適切
な運用受託機関を選定するとともに、定期的なモニタリングを行っています。

　なお、議決権行使の考え方を各運用受託機関へ確認の上、企業年金の受益者と当社との間で利益相反が生じないようにしております。

【原則3-1　情報開示の充実】

(1) 当社の経営理念、経営指標及び経営計画





















【独立役員関係】

独立役員の人数 7 名

その他独立役員に関する事項

[社外役員に関する独立性判断基準]

　次の各号に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たすと判断しています。

(1) 当該社外役員が、業務�

が　

(�) 当該社外役員が「�譌く�合芭し���剝ぬ������������������ご譄場哿����
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監査等委員会設置会社制度のもと、業務執行決定権限の相�������佐��硎���忙執衟秔��妋�坨《忒�����決宦鉛齳�奮�





２．ＩＲに関する活動状況










